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・ 

所
得
控
除
に
必
要
な
書
類

（
医
療
費
・
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料

な
ど
の
領
収
書
ま
た
は
証
明

書
、
障
害
の
わ
か
る
各
種
手

帳
ま
た
は
認
定
書
な
ど
）

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
係
る
本
人

確
認
書
類（
左
記
を
参
照
）

※ 

社
会
保
険
料
の
う
ち「
国
民

年
金
等
」は
、
日
本
年
金
機
構

や
各
年
金
基
金
発
行
の
控
除

証
明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

※ 

還
付
申
告
を
す
る
方
は
、
申

告
者
本
人
名
義
の
預
貯
金
口

座
の
わ
か
る
も
の
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記

載

が

必

要

で

す

記

載

が

必

要

で

す

　

平
成
28
年
分
以
降
、
所
得
税

及
び
復
興
特
別
所
得
税
・
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
・
贈
与
税

の
申
告
書
は
、
税
務
署
へ
提
出

す
る
都
度
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個

人
番
号
）の
記
載
と
、
本
人
確

認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の

添
付
が
必
要
で
す
。

《
本
人
確
認
書
類
の
例
》

① 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
個

人
番
号
カ
ー
ド
）の
み

※ 【
番
号
確
認
書
類
】と【
身
元

確
認
書
類
】を
兼
ね
て
い
ま
す
。

② 

通
知
カ
ー
ド
な
ど【
番
号
確

認
書
類
】＋
運
転
免
許
証
や

公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者

証
な
ど【
身
元
確
認
書
類
】

※ 

郵
送
で
申
告
書
を
提
出
す
る

場
合
は
、
①
の
写
し（
表
裏

両
面
）ま
た
は
②
の
写
し
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

ご
自
宅
か
ら
ｅ
-Ｔ
ａ
ｘ
で

送
信
す
る
場
合
は
、
本
人
確

認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し

の
提
出
は
不
要
で
す
。

申
告
を
し
な
か
っ
た
ら

申
告
を
し
な
か
っ
た
ら

　

税
の
申
告
は
、
国
民
健
康
保

険
税
や
介
護
保
険
料
の
算
定
資

料
や
福
祉
・
医
療
・
教
育
資
金

な
ど
の
給
付
や
保
育
料
な
ど
の

判
定
基
準
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

申
告
期
限
ま
で
に
申
告
し
な

か
っ
た
場
合
、
国
民
健
康
保
険

税
や
介
護
保
険
料
が
正
し
く
算

定
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
各
種
申

請
・
手
続
に
必
要
な
所
得
証
明

書
等
が
発
行
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
期
限
内
に
必
ず
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

事
業
等
に
よ
る
所
得
の

事
業
等
に
よ
る
所
得
の

あ
る
方
の
申
告
相
談
は

あ
る
方
の
申
告
相
談
は

　

平
成
26
年
１
月
以
降
、
事
業

所
得
・
農
業
所
得
・
不
動
産
所

得
等
を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
っ

て
い
る
全
て
の
方（
事
業
規
模

の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
）に
、

記
帳
と
帳
簿
等
の
保
存
が
義
務

付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

日
ご
ろ
か
ら
記
帳
し
続
け
る

こ
と
で
、
確
定
申
告
書
の
作
成

も
容
易
に
な
り
ま
す
。
収
支
内

訳
書
の
作
成
の
相
談
を
希
望
す

る
方
は
、
帳
簿
等
と
前
年
の
申

告
書
控
え
も
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

（
個
人
事
業
者
）の
確
定
申
告
は

（
個
人
事
業
者
）の
確
定
申
告
は

44
月月
11
日（
月
）ま
で

日（
月
）ま
で

　

平
成
30
年
分
の「
課
税
事
業

者
」は
、
次
の
方
々
で
す
。

・ 

平
成
28
年
分
の
課
税
売
上
高
が

１
千
万
円
を
超
え
る
事
業
者

・ 

平
成
28
年
分
の
課
税
売
上
高

が
１
千
万
円
以
下
の
事
業
者

で
、
平
成
29
年
12
月
末
ま
で

に「
消
費
税
課
税
事
業
者
選

択
届
出
書
」を
提
出
し
て
い

る
事
業
者

・ 

前
項
に
該
当
し
な
い
場
合
で
、

平
成
29
年
１
月
１
日
か
ら
平

成
29
年
６
月
30
日
ま
で
の
期

間（
特
定
期
間
）の
課
税
売
上

高
が
１
千
万
円
を
超
え
る
事

業
者

※ 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
書
に
は
、
課
税
期

間
中
の
課
税
売
上
げ
の
額
及

び
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
に

関
す
る
付
表（
明
細
書
）を
添

付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

東
金
税
務
署

☎
０
４
７
５（
52
）３
１
２
１

税
務
課
課
税
班

☎（
84
）１
２
１
２

　東金青色申告会では、記帳・決算・申告までを丁寧に指導・支援しています。
　減価償却の計算でお困りの方も、ぜひご相談ください。

青色申告とは

　一定の帳簿を備えて毎日の取引を正しく記帳し、その記帳に基づいて所得と税額をご自身で計算・申告し、
納税する制度です。節税効果の大きな特典が認められており、納税者にとって有利な制度です。

◎決算・確定申告相談会 ～青色申告者は、ぜひ青色会館へ～
　青色申告者を対象に、所得税確定申告書の相談・預かりを受け付けます。
と　き　2月15日（金）～3月15日（金）　午前9時30分～正午、午後1時～午後4時
　　　　※2月17日（日）、24日（日）、3月3日（日）、9日（土）、
　　　　　10日（日）を除く
ところ　東金青色会館（東金市南上宿2－8－16）
対　象　全ての個人事業者（営業・農業・不動産等）
その他　 3月18日（月）から4月1日（月）まで、土・日曜日と祝日を

除く毎日、消費税の申告相談も受け付けていますのでご
利用ください。

一般社団法人東金青色申告会　☎0475－52－1284

東金青色申告会から決算・確定申告相談会のご案内

2019.2 .13


